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(57)【要約】
【課題】　エレベータ乗りかごのある検知方式の位置検
出手段に故障や誤動作などが発生した場合でも、エレベ
ータの誤作動や停止を防止する手段を備えたエレベータ
制御装置を提供する。
【解決手段】　乗りかごまたは昇降路に取り付けた位置
検出手段からの検出信号に基づいてエレベータ制御手段
が乗りかご昇降やドア開閉を制御する制御信号を生成す
るエレベータ制御装置において、位置検出手段が、ある
検知方式の第一位置検出手段１０と、検知方式が異なる
少なくとも一つの第二位置検出手段２０とからなり、複
数の検知方式の位置検出手段１０，２０とエレベータ制
御手段４０との間に、複数の検知方式の位置検出手段１
０，２０からの検出信号を比較し、一致するときは第一
位置検出手段１０の検出信号を出力し、一致しないとき
は第二位置検出手段２０の一つの検出信号を出力する比
較器３０を設けた。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗りかごまたは昇降路に取り付けた位置検出手段からの検出信号に基づいてエレベータ
制御手段が乗りかご昇降やドア開閉を制御する制御信号を生成するエレベータ制御装置に
おいて、
　前記位置検出手段が、ある検知方式の第一位置検出手段と、前記検知方式とは異なる少
なくとも一つの検知方式の第二位置検出手段とからなり、
　前記複数の検知方式の位置検出手段と前記エレベータ制御手段との間に、前記複数の検
知方式の位置検出手段からの検出信号を比較し、両者が一致するときは前記第一位置検出
手段の検出信号を出力し、両者が一致しないときは前記第二位置検出手段の一つの検出信
号を出力する比較器を設けた
ことを特徴とするエレベータ制御装置。
【請求項２】
　乗りかごまたは昇降路に取り付けた位置検出手段からの検出信号に基づいてエレベータ
制御手段が乗りかご昇降やドア開閉を制御する制御信号を生成するエレベータ制御装置に
おいて、
　前記位置検出手段が、ある検知方式の第一位置検出手段と、前記検知方式とは異なる少
なくとも一つの検知方式の第二位置検出手段とからなり、
　前記複数の検知方式の位置検出手段と前記エレベータ制御手段との間に、前記複数の検
知方式の位置検出手段からの検出信号をそのままパススルーする自動選択モードと、前記
第一位置検出手段の検知出力のみを前記エレベータ制御手段に出力する第一位置検出手段
固定モードと、前記第二位置検出手段検知出力のみを前記エレベータ制御手段に出力する
第二位置検出手段固定モードとを有する選択器と、前記選択器をパススルーした前記複数
の検知方式の位置検出手段からの検出信号を比較し、両者が一致するときは前記第一位置
検出手段の検出信号を出力し、両者が一致しないときは前記第二位置検出手段の一つの検
出信号を出力する比較器とを設けた
ことを特徴とするエレベータ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベータ制御装置に係り、特に、エレベータの位置検出手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータ乗りかごの位置検出手段としては、検知方式の違いにより、光電センサ，磁
気センサ，超音波センサなどの検知素子を用いたものが、種々提案されている(例えば、
特許文献１参照)。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－６７２５２号公報(第４～５頁　図１～図４)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来は、特許文献１のように、単独で設置された位置検出手段や、同じ検知方式の複数
の位置検出手段からの検出信号に基づき、エレベータ乗りかごの位置を検出していた。
【０００５】
　これら従来技術では、位置検出手段の故障や誤動作などが発生した場合、エレベータ乗
りかごを正常に運転制御できなくなり、エレベータの誤作動や停止に至るおそれがある。
【０００６】
　例えば、位置検出手段を光電センサとした場合、外光，汚れ，消火時の散水，洪水など
により、誤動作を起こす可能性がある。また、磁気センサとした場合、近傍の磁界の影響
により、誤動作を起こす可能性がある。さらに、超音波センサの場合、外来雑音の影響を
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受ける可能性がある。また、磁気センサや超音波センサは、光電センサと比べると、位置
検出精度を高めにくいとされている。
【０００７】
　単独で設置された位置検出手段の場合はもちろん、同じ検知方式の複数の位置検出手段
からの検出信号に基づき、エレベータ乗りかごの位置を検出する方式の場合は、例えば散
水の影響を受けやすい位置検出手段では、位置検出手段が何個あっても、一斉に役に立た
なくなるおそれがある。
【０００８】
　本発明の課題は、エレベータ乗りかごのある検知方式の位置検出手段に故障や誤動作な
どが発生した場合でも、エレベータの誤作動や停止を防止する手段を備えたエレベータ制
御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するために、乗りかごまたは昇降路に取り付けた位置検出手
段からの検出信号に基づいてエレベータ制御手段が乗りかご昇降やドア開閉を制御する制
御信号を生成するエレベータ制御装置において、位置検出手段が、ある検知方式の第一位
置検出手段と、検知方式とは異なる少なくとも一つの検知方式の第二位置検出手段とから
なり、複数の検知方式の位置検出手段とエレベータ制御手段との間に、複数の検知方式の
位置検出手段からの検出信号を比較し、両者が一致するときは第一位置検出手段の検出信
号を出力し、両者が一致しないときは第二位置検出手段の一つの検出信号を出力する比較
器を設けたエレベータ制御装置を提案する。
【００１０】
　本発明は、また、乗りかごまたは昇降路に取り付けた位置検出手段からの検出信号に基
づいてエレベータ制御手段が乗りかご昇降やドア開閉を制御する制御信号を生成するエレ
ベータ制御装置において、位置検出手段が、ある検知方式の第一位置検出手段と、検知方
式とは異なる少なくとも一つの検知方式の第二位置検出手段とからなり、複数の検知方式
の位置検出手段とエレベータ制御手段との間に、複数の検知方式の位置検出手段からの検
出信号をそのままパススルーする自動選択モードと、第一位置検出手段の検知出力のみを
エレベータ制御手段に出力する第一位置検出手段固定モードと、第二位置検出手段検知出
力のみをエレベータ制御手段に出力する第二位置検出手段固定モードとを有する選択器と
、選択器をパススルーした複数の検知方式の位置検出手段からの検出信号を比較し、両者
が一致するときは第一位置検出手段の検出信号を出力し、両者が一致しないときは第二位
置検出手段の一つの検出信号を出力する比較器とを設けたエレベータ制御装置を提案する
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、平常時は、位置検出精度が良い第一位置検出手段の検知出力に基づい
て、乗りかごの昇降やドアの開閉を制御するので、必要な精度を確保できる。
【００１２】
　第一位置検出手段の検知出力と第二位置検出手段の検知出力とが一致しなくなると、異
常時と推定し、誤動作しにくい第二位置検出手段の検知出力に基づいて、乗りかごの昇降
やドアの開閉を制御するので、安全性を保持できる。
【００１３】
　さらに、ある検知方式の位置検出手段が誤動作することが予測できる場合は、他の位置
検出手段固定モードに切り換えて運転を継続でき、エレベータの誤作動や停止のおそれが
大幅に少なくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、図１～図３を参照して、本発明によるエレベータ制御装置の実施例を説明する。
【実施例１】
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【００１５】
　図１は、本発明によるエレベータ制御装置における位置検出手段の取り付け状況を示す
模式平面図である。
【００１６】
　実施例１においては、乗りかごと昇降路壁面との間に、主位置検出手段としての第一位
置検出手段１０と、この第一位置検出手段１０とは検知方式が異なる第二位置検出手段２
０とを併設してある。ここでは、位置検出精度が良い光電センサを第一位置検出手段１０
とし、この光電センサが外光，汚れ，消火時の散水，洪水などにより誤動作を起こす可能
性がある場合でも、支障無く動作することを期待できる磁気センサを第二位置検出手段２
０としてある。
【００１７】
　第一位置検出手段すなわち光電センサ１０は、発光素子１０Ｂと受光素子１０Ｃとを有
し乗りかごに固定されている透過型フォトインタラプタ１０Ａと、昇降路壁面に固定され
乗りかごの昇降につれて発光素子１０Ｂと受光素子１０Ｃとの間の光路を開放／遮蔽する
位置検出板１０Ｄとからなる。
【００１８】
　第二位置検出手段すなわち磁気センサ２０は、乗りかごに固定されているホール素子な
どの感磁素子２０Ａと、昇降路壁面に固定され乗りかごの昇降につれて感磁素子２０Ａと
対向する位置に配置された永久磁石２０Ｂとからなる。
【００１９】
　一般的には、第一位置検出手段１０としては、位置検出精度が良い位置検出素子を採用
し、第二位置検出手段２０としては、第一位置検出手段１０が誤動作を起こす可能性があ
る場合でも、支障無く動作する位置検出素子を採用することが望ましい。本実施例１の磁
気センサ２０の感磁素子２０Ａは、外光，汚れ，消火時の散水，洪水などがあっても、永
久磁石２０Ｂの位置を支障無く検出できる。
【００２０】
　なお、第一位置検出手段１０と第二位置検出手段２０とは、左右に並べても、上下に積
み重ねてもよいし、乗りかご側の素子と昇降路側の素子とを入れ換えてもよい。
【００２１】
　また、第二位置検出手段２０の種類は、１種類に限らず、検知方式が異なる複数種類と
し、全体で３種類以上とすることもできる。
【００２２】
　さらに、光電センサ１０は、透過型フォトインタラプタではなく、反射型フォトインタ
ラプタなどでもよい。
【００２３】
　図２は、本発明によるエレベータ制御装置の実施例１の系統構成を示すブロック図であ
る。本実施例１は、従来と異なり、第一位置検出手段１０の検知出力と第二位置検出手段
２０の検知出力とを比較する比較器３０を備え、比較器３０が選択した方の検知出力をエ
レベータ制御手段４０に送り込む。
【００２４】
　平常時は、第一位置検出手段１０の検知出力と第二位置検出手段２０の検知出力とが一
致するので、比較器３０は、第一位置検出手段１０の検知出力を選択し、エレベータ制御
手段４０に送り込む。エレベータ制御手段４０は、選択された第一位置検出手段１０の検
知出力に基づいて、乗りかごの昇降やドアの開閉を制御する。
【００２５】
　比較器３０は、外光や散水などの原因により、第一位置検出手段１０の検知出力と第二
位置検出手段２０の検知出力とが一致しなくなると、第二位置検出手段２０が誤動作しに
くいことを前提として、第一位置検出手段１０が誤動作した異常時と推定し、第二位置検
出手段２０の検知出力を選択し、エレベータ制御手段４０に送り込む。エレベータ制御手
段４０は、選択された第二位置検出手段２０の検知出力に基づいて、乗りかごの昇降やド
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アの開閉を制御する。
【００２６】
　本実施例１によれば、平常時は、位置検出精度が良い第一位置検出手段１０の検知出力
に基づいて、乗りかごの昇降やドアの開閉を制御するので、必要な精度を確保できる。
【００２７】
　第一位置検出手段１０の検知出力と第二位置検出手段２０の検知出力とが一致しなくな
ると、異常時と推定し、誤動作しにくい第二位置検出手段２０の検知出力に基づいて、乗
りかごの昇降やドアの開閉を制御するので、安全性を保持できる。
【実施例２】
【００２８】
　図３は、本発明によるエレベータ制御装置の実施例２の系統構成を示すブロック図であ
る。
【００２９】
　実施例２の位置検出手段の取り付け状況は、図１に示した実施例１と変わらない。実施
例２は、実施例１の比較器３０の前段に、選択器５０を設置してある。
【００３０】
　選択器５０は、第一位置検出手段１０の検知出力と第二位置検出手段２０の検知出力と
をそのまま比較器３０にパススルーする自動選択モードと、第一位置検出手段１０の検知
出力のみをエレベータ制御手段４０に出力する第一位置検出手段固定モードと、第二位置
検出手段２０の検知出力のみをエレベータ制御手段４０に出力する第二位置検出手段固定
モードとを有している。
【００３１】
　第一位置検出手段１０の検知出力と第二位置検出手段２０の検知出力とをそのままパス
スルーする自動選択モードにおいては、実施例１と同様に、比較器３０が、第一位置検出
手段１０の検知出力と第二位置検出手段２０の検知出力とを比較し、選択した方の検知出
力をエレベータ制御手段４０に送り込む。
【００３２】
　自動選択モードにおいて、平常時は、第一位置検出手段１０の検知出力と第二位置検出
手段２０の検知出力とが一致するので、比較器３０は、第一位置検出手段１０の検知出力
を選択し、エレベータ制御手段４０に送り込む。エレベータ制御手段４０は、選択された
第一位置検出手段１０の検知出力に基づいて、乗りかごの昇降やドアの開閉を制御する。
【００３３】
　自動選択モードにおいて、比較器３０は、外光や散水などの原因により、第一位置検出
手段１０の検知出力と第二位置検出手段２０の検知出力とが一致しなくなると、第二位置
検出手段２０が誤動作しにくいことを前提として、第一位置検出手段１０が誤動作した異
常時と推定し、第二位置検出手段２０の検知出力を選択し、エレベータ制御手段４０に送
り込む。エレベータ制御手段４０は、選択された第二位置検出手段２０の検知出力に基づ
いて、乗りかごの昇降やドアの開閉を制御する。
【００３４】
　例えば、位置検出手段１０，２０の近傍に磁界を一時的に発生する装置や磁性体を設置
されて、第二位置検出手段２０が誤動作することが予測できる場合は、第一位置検出手段
固定モードに切り換え、第一位置検出手段１０の検知出力のみをエレベータ制御手段４０
に出力する。第一位置検出手段１０の検知出力のみをエレベータ制御手段４０に出力する
第一位置検出手段固定モードにおいては、第二位置検出手段２０の異常の有無にかかわら
ず、エレベータ制御手段４０は、第一位置検出手段１０の検知出力に基づいて、乗りかご
の昇降やドアの開閉を制御する。
【００３５】
　一方、エレベータ乗りかごが一時的に散水されて、第一位置検出手段１０が誤動作する
ことが予測できる場合は、第二位置検出手段固定モードに切り換え、第二位置検出手段２
０の検知出力のみをエレベータ制御手段４０に出力する。第二位置検出手段２０の検知出
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力のみをエレベータ制御手段４０に出力する第二位置検出手段固定モードにおいては、第
一位置検出手段１０の異常の有無にかかわらず、エレベータ制御手段４０は、第二位置検
出手段２０の検知出力に基づいて、乗りかごの昇降やドアの開閉を制御する。
【００３６】
　本実施例２によれば、平常時は、位置検出精度が良い第一位置検出手段１０の検知出力
に基づいて、乗りかごの昇降やドアの開閉を制御するので、必要な精度を確保できる。
【００３７】
　第一位置検出手段１０の検知出力と第二位置検出手段２０の検知出力とが一致しなくな
ると、異常時と推定し、誤動作しにくい第二位置検出手段２０の検知出力に基づいて、乗
りかごの昇降やドアの開閉を制御するので、安全性を保持できる。
【００３８】
　さらに、ある検知方式の位置検出手段が誤動作することが予測できる場合は、他の位置
検出手段固定モードに切り換えて運転を継続でき、エレベータの誤作動や停止のおそれが
大幅に少なくなる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明によるエレベータ制御装置における位置検出手段の取り付け状況を示す模
式平面図である。
【図２】本発明によるエレベータ制御装置の実施例１の系統構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明によるエレベータ制御装置の実施例２の系統構成を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　第一位置検出手段(光電センサ)
　２０　第二位置検出手段(磁気センサ)
　３０　比較器
　４０　エレベータ制御手段
　５０　選択器
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